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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第71期

第１四半期
連結累計期間

第72期
第１四半期
連結累計期間

第71期

会計期間
自 2018年７月１日
至 2018年９月30日

自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

自 2018年７月１日
至 2019年６月30日

売上高 （百万円） 18,464 21,261 108,626

経常利益 （百万円） 984 1,076 10,352

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 660 694 7,766

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 847 677 7,328

純資産額 （百万円） 58,211 63,708 63,861

総資産額 （百万円） 112,697 125,471 131,136

１株当たり四半期（当期）

純利益
（円） 23.87 25.11 280.70

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 51.6 50.8 48.7

　（注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２. 売上高には消費税等は含まれておりません。

　　　　３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため

記載しておりません。

 

２【事業の内容】

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

　(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 財政状態の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ56億65百万円減少し、1,254億71百万円とな

りました。有利子負債については、前連結会計年度末に比べ１億66百万円減少し、52億53百万円となりました。純

資産については、前連結会計年度末に比べ１億52百万円減少し637億８百万円となり、自己資本比率は50.8％とな

りました。

 

② 経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境などの内需が底堅く、景気は緩やかな回復が

続いているものの、米中貿易摩擦や英国のＥＵ離脱問題などの影響による世界経済の減速懸念もあり、依然として

先行き不透明な状況で推移しました。

　このような状況のなか、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は212億61百万円（前年同期比

15.1％増）、営業利益は10億26百万円（前年同期比5.4％増）、経常利益は10億76百万円（前年同期比9.3％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は６億94百万円（前年同期比5.2％増）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

 　［セグメント別の売上高］ （単位：百万円）
 

セグメントの名称
前第１四半期

連結累計期間

当第１四半期

連結累計期間
対前年同期比

       ％

　パッケージングプラント事業  10,493   11,609   ＋10.6  

　（酒類用プラント） ( 844 ) ( 985 ) ( ＋16.7 )

　（食品用プラント） ( 6,770 ) ( 7,598 ) ( ＋12.2 )

　（薬品・化粧品用プラント） ( 2,400 ) ( 2,585 ) ( ＋7.7 )

　（その他） ( 478 ) ( 439 ) ( △8.2 )

　メカトロシステム事業  5,933   5,400   △9.0  

 農業用設備事業  2,037   4,251   ＋108.7  

合　　計  18,464   21,261   ＋15.1  

 

（パッケージングプラント事業）

　パッケージングプラント事業の売上高は、食品用プラントは国内向け飲料用無菌充填ラインの納入が増加し、ま

た薬品・化粧品用プラントは国内製薬メーカー向け大型バイアルラインの納入が増加したことから、前年同期に比

べ増加しました。

　その結果、売上高は116億９百万円（前年同期比10.6％増）となりましたが、損益面については、プラントに占

める他社製品の割合が高まったことから採算が低下し、営業利益は11億40百万円（前年同期比19.8％減）と減益と

なりました。

（メカトロシステム事業）

　メカトロシステム事業の売上高は、半導体製造装置は米中貿易摩擦の影響から減少し、医療機器はインド向けが

好調であったものの国内および欧州向けが減少したことから、前年同期に比べ減少しました。

　その結果、売上高は54億円（前年同期比9.0％減）、営業損失は２億８百万円（前年同期は営業利益44百万円）

となりました。

（農業用設備事業）

　農業用設備事業の売上高は、柑橘類向け選果選別プラントの納入が大きく増加し、また落葉果樹類向けおよび蔬

菜類向け選果選別プラントも増加したことから、前年同期に比べ大きく増加しました。

　その結果、売上高は42億51百万円（前年同期比108.7％増）となり、損益面については、売上高の増加に伴い操

業度が大きく向上したことから、営業利益は６億78百万円（前年同期比681.8％増）と大幅に増加しました。
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 (2) 事業上および財務上の対処すべき課題

　　　　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　　　 なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

① 基本方針の内容

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価

値・株主共同の利益を中長期的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると思考し

ております。

　当社は、支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われる

べきものと考えております。また、当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、当社の企業価値・株主

共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

　しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害

をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大

量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提

供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とす

るもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社が、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、①経験やノウハウに基づく高い技術、

②独自の経営管理システム、③優秀な人材の確保・育成と企業風土、④取引先等との信頼関係、および⑤健全な

財務体質を今後も維持し、発展させていくことが必要不可欠であり、これらが当社株式の大量買付を行う者によ

り中長期的かつ持続的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損され

ることになります。

　それ故、当社としては、上述の類型を含む当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を

行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付

に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要が

あると思料しております。

 

② 基本方針実現のための取組みの具体的な内容の概要

（a）当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

当社グループは、2019年６月期に永年の目標であった連結売上高1,000億円を達成することができました。更

なる企業価値・株主共同の利益の向上に向けて、連結売上高2,000億円の達成を新たな目標として掲げました。

この目標達成のための戦略として、「シブヤ成長戦略」を推進しております。

　また、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が、株主をはじめ取引先・従業員・地域社会等の立場を踏

まえた上での会社の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため必要不可欠であると考えており、「コー

ポレート・ガバナンスに関する基本方針（株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切

な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会等の責務、株主との対話）」に沿って、コーポレート・ガ

バナンスの充実に努めております。

　当社取締役会は、会社の業務執行および経営全般の監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとと

もに、法令上取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行の決定等を通じて、意思決定を行ってお

ります。当社は、独立性のある社外取締役２名を選任しており、これらの社外取締役は、取締役会において、

当社の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、

経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。当社取

締役会は、サステナビリティ（持続可能性）を巡る環境・社会的な課題の重要性を考え、シブヤグループが果

たすべき社会的責任に関する基本方針（コンプライアンス・ガイド）を定め、役員および従業員の意識を高め

るとともに、ステークホルダーに配慮しながら、社会の持続可能な発展とシブヤグループの企業価値の向上を

図っております。加えて、経営活動を効率的に行うための協議機関として、業務執行取締役で構成する経営会

議を設置しており、経営会議の運営については事案ごとに充分な議論を尽くす機会として定期的に行っており

ます。

　当社監査役会は、監査役４名のうち、３名を社外監査役（うち独立社外監査役２名）としており、監査役

は、取締役会等重要な会議に出席し、豊富な経験・見識から、積極的に経営に係わる助言および提言を行って

おります。

　なお、当社は、すべての取締役および監査役が、その役割および機能を果たすために必要とする、経済情

勢、業界の状況、法令遵守、コーポレート・ガバナンス、事業および組織、財務会計その他の事項に関する情

報を収集・提供し、その職務執行を支援しております。
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（b）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、2019年８月29日開催の

取締役会において、新株予約権と信託の仕組を利用したライツ・プラン（以下「信託型ライツ・プラン」とい

います。）を更新（再導入）することを決議し、信託型ライツ・プランの一環として、第五回信託型ライツ・

プラン新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）50,000,000個を2019年10月１日付で無償で発行し、

その全てを三井住友信託銀行株式会社（以下「信託銀行」といいます。）に割り当てることについて、同年９

月26日開催の第71回定時株主総会において承認されました。当該決議に基づき、2019年10月１日付で発行した

本新株予約権の内容等の詳細については、下記「本新株予約権の概要」に記載しております。

　信託型ライツ・プランは、信託を利用することにより、所定の買収者等の有する当社の株券等の保有割合を

希釈化させることのある新株予約権を信託の受託者である信託銀行に対し予め発行し、買収者が出現した時点

の当社を除く株主全員がこれを取得できるようにしておくことで、株主のために時間や情報を確保し、また株

主のために当社が買収者と交渉すること等が可能となるようにしておく仕組みであります。

　将来買収者が出現した場合には、信託銀行は、本新株予約権の交付を受けるべき受益者として所定の手続に

従って確定される当社を除く株主全員に対して、原則として、その保有する当社株式の数に応じて本新株予約

権を交付することになります。信託型ライツ・プランの更新に伴い発行された本新株予約権は、これを行使す

ると１個当たり当社の普通株式を原則として１株取得することができます。本新株予約権の行使に際してする

出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式１株当たりの価額は１円とし

ております。

　本新株予約権は、原則として、割当日の前後を問わず、一ないし複数の者が、(ア)特定大量保有者（下記

「本新株予約権の概要」1.(4)1)(i)に定義されます。以下同じとします。）になったことを示す公表（下記

「本新株予約権の概要」1.(4)1)(ii)に定義されます。以下同じとします。）がなされた日から10日間が経過し

たとき、または、(イ)特定大量買付者（下記「本新株予約権の概要」1.(4)1)(iv)に定義されます。以下同じと

します。）となる公開買付開始公告を行った日から10日間が経過したときに限り、(i)特定大量保有者、(ii)特

定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者、(iv)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(v)上記(i)な

いし(iv)に該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、ま

たは、(vi)上記(i)ないし(v)に該当する者の関連者（以下、上記(i)ないし(vi)に該当する者を「非適格者」と

総称します。）のいずれにも該当しない者のみが、これを行使することができます。なお、当社取締役会は、

当社が別途定めた新株予約権細則に従い、当社の株券等の取得または保有をしても当社の企業価値・株主共同

の利益に反しない者を特定大量保有者や特定大量買付者に該当しないと認めて権利発動事由（下記「本新株予

約権の概要」1.(4)2)に定義されます。以下同じとします。）が発生しないようにしたり、また、上記(ア)また

は(イ)の10日間という期間を延長することにより、権利発動事由発生時点（下記「本新株予約権の概要」1.(4)

2)に定義されます。以下同じとします。）を延期することもできます。

　すなわち、本新株予約権の権利発動事由が発生し、本新株予約権が行使可能となったときは、原則として、

非適格者等を除く当社の一般の株主は、有利な条件で当社株式を取得することができるようになる一方で、非

適格者等は、原則として、他の株主による本新株予約権の行使または当社による本新株予約権の取得の結果、

その有する株式持分が希釈化されるという影響を受ける可能性があります。

　上記に加え、本新株予約権には、当社が当社株式と引換えに本新株予約権を取得できる旨の取得条項が付さ

れており、当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合、当該買収に関し、(i)所定の脅威（下記

「本新株予約権の概要」1.(4)3)に定義されます。以下同じとします。）が存しないと認められる場合若しくは

脅威が存在するものの本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で相当でないと認められる場合、

または(ii)当社取締役会が提示若しくは賛同する当該買収とは別の代替案が存在し、当該代替案が一定の条件

を充足する場合に該当することにより本新株予約権の行使が認められない場合を除き、当社取締役会が別に定

める日の到来日をもって、非適格者および信託銀行以外の者の有する本新株予約権のうち未行使のものを全て

取得し、これと引換えに、本新株予約権１個につき１株の当社株式を交付することができるとされています。

　当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特

別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時

点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充

足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特

別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。

　本新株予約権の行使期間は、原則として2019年10月１日から2022年９月30日までの３年間とされています。

　なお、当社が、2016年８月29日開催の取締役会および同年９月28日開催の第68回定時株主総会における決議

に基づき導入した信託型ライツ・プランについては、2019年９月30日をもって失効させるとともに、当該プラ

ンの一環として、2016年９月30日付で信託銀行に対して無償で発行した第四回信託型ライツ・プラン新株予約

権の全て（50,000,000個）については2019年9月30日付にて当社が無償で取得のうえ消却し、これに伴い、信託

契約についても終了します。
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本新株予約権の概要

1.本新株予約権の内容および数

　以下の内容の本新株予約権50,000,000個

(1)　本新株予約権の目的である株式の種類および数

　1)　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。

　2)　本新株予約権１個の目的である株式の数は、１株とする。

(2)　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当

社株式１株当たりの価額は金１円とする。

(3)　本新株予約権の行使期間

2019年10月１日（火）から2022年９月30日（金）までとする。ただし、(i)下記(7)1)ないし3)の規定に基づ

き当社による本新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予約権については、当該取得日お

よびその前日においては行使できないものとし、また、(ii)当社が発行する株式に係る株主確定日の３営業

日（この(ii)において、行使請求の受付場所および振替機関の休業日でない日をいう。）前の日から株主確

定日までの間は、本新株予約権は行使できないものとする。また、2022年４月１日（金）以降同年９月30日

（金）以前に権利発動事由（下記(4)2）に定義される。以下同じ。）が発生した場合には、当該権利発動事

由が発生した日から６ヶ月間が経過した日までとする。なお、行使期間の最終日が行使請求の受付場所の休

業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

(4)　本新株予約権の行使の条件

1)　以下の用語は次のとおり定義される。

(i)　「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に定義され

る。以下別段の定めがない限り同じ。）の保有者（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる

者を含む。）で、当該株券等に係る株券等保有割合（同法第27条の23第４項に定義される。以下同

じ。）が20％以上である者（当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。）をいう。

(ii)　「公表」とは、多数の者の知り得る状態に置かれたことをいい、(i)金融商品取引法第27条の23また

は第27条の25に定められる報告書の提出、および(ii)当社においてその株式を上場する金融商品取引

所に対する当該事実の通知を行い、かつ、当該通知を受けた金融商品取引所が、電磁的方法により当

該通知を受けた事実を公衆の縦覧に供することを含む。

(iii)　「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第５項に定義される者をいい、同条第６項に基づ

き共同保有者とみなされる者を含む（当社取締役会がこれらに該当すると認める者を含む。）。

(iv)　「特定大量買付者」とは、公開買付け（金融商品取引法第27条の２第６項に定義される。以下同

じ。）によって当社が発行者である株券等（同法第27条の２第１項に定義される。以下本(iv)号にお

いて同じ。）の買付け等（同法第27条の２第１項に定義される。以下同じ。）の公告を行った者で、

当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第１

項に定める場合を含む。）に係る株券等の株券等所有割合（同法第27条の２第８項に定義される。以

下同じ。）がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20％以上となる者（当社取締役会がこ

れに該当すると認める者を含む。）をいう。

(v)　「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に定義される者（当社取締役会がこれに該当

すると認める者を含む。）をいう。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者によ

る株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除く。

(vi)　ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共通の支配

下にある者（当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。）、またはその者と協調して行動す

る者として当社取締役会が認める者をいう。「支配」とは、他の会社等の財務および事業の方針の決

定を支配していること（会社法施行規則第３条第３項に定義される。）をいう。

 

なお、上記(i)および(iv)にかかわらず、下記①ないし⑤の各号に該当する者は、特定大量保有者または特

定大量買付者に該当しないものとする。

①　当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第３項に定義され

る。）または当社の関連会社（同規則第８条第５項に定義される。）

②　当社を支配する意図なく特定大量保有者となった者であると当社取締役会が認める者であって、かつ、

特定大量保有者になった後10日間（ただし、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。）以

内にその保有する当社の株券等を処分等することにより特定大量保有者ではなくなった者

③　当社による自己の株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、当社の特定大量保有者

になった者であると当社取締役会が認める者（ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新た

に取得した場合を除く。）
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④　当社を委託者とする信託の受託者として本新株予約権をその発行時に取得し、保有している者（当該信

託の受託者としての当該者に限り、以下「受託者」という。）

⑤　当社取締役会において、当社取締役会が別途定める新株予約権細則（以下「本新株予約権細則」とい

う。）に従い、その者が当社の株券等を取得または保有すること（以下「買収」という。）が当社の企

業価値・株主共同の利益に反しないと認める者（本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約

権者」という。）が下記3）または4)の規定により本新株予約権を行使することができるか否かにかか

わらず、当社取締役会は、いつでもこれを認めることができる。また、一定の条件の下に当社の企業価

値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認める場合には、当該条件が満たされている場合に限

る。）

2) 本新株予約権の割当日の前後を問わず、一ないし複数の者が、(ア)特定大量保有者になったことを示す公

表がなされた日から10日間（ただし、当社取締役会は、本新株予約権細則に従いかかる期間を延長するこ

とができる。）が経過したとき、または(イ)特定大量買付者となる公開買付開始公告を行った日から10日

間（ただし、当社取締役会は、本新株予約権細則に従いかかる期間を延長することができる。）が経過し

たとき（以下、上記(ア)に定める事由と併せて「権利発動事由」と総称し、権利発動事由が発生した時点

を「権利発動事由発生時点」という。）に限り、(i)特定大量保有者、(ii)特定大量保有者の共同保有

者、(iii)特定大量買付者、若しくは(iv)特定大量買付者の特別関係者、(v)上記(i)ないし(iv)記載の者

から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者、または(vi)上記

(i)ないし(v)記載の者の関連者（以下、上記(i)ないし(vi)に該当する者を「非適格者」と総称する。）

のいずれにも該当しない者のみが、本新株予約権を行使することができる。

3) 上記2)の規定にかかわらず、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、当該買収につき、

(i)次の各号に規定する事由（以下「脅威」という。）がいずれも存しない場合、または(ii)一若しくは

複数の脅威が存するにもかかわらず、本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で相当でない

場合には、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。なお、上記(i)または(ii)の場

合に該当するかについては、本新株予約権細則に定められる手続に従い判断されるものとする。

① 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値・株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれ

があること

(a)　当社株式を買い占め、その株式につき当社または当社関係者等に対して高値で買取りを要求する

行為

(b)　当社を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下に買収者の

利益を実現する経営を行うような行為

(c)　当社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

(d)　当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その

処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って

高値で売り抜ける行為

② 当該買収に係る取引の仕組み等が当該買収に応じることを当社の株主に強要するおそれがあるもので

あること

③ 当社株主若しくは当社取締役会が当該買収について十分な情報を取得できないこと、または、当社取

締役会がこれを取得した後、当該買収の検討を行い、若しくは、当該買収に対する代替案を提示する

ために合理的に必要な期間が存しないこと

④ 当該買収の条件（対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能性、買収後における事業計画、

および当社の株主、従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含む。）が当社の

本源的価値に鑑み不十分または不適切であること

⑤ 上記①ないし④のほか、当該買収またはこれに係る取引が当社の企業価値・株主共同の利益（当社の

従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の利益も勘案されるものとする。）に反する重大なお

それがあること

4) 上記3)の規定のほか、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、当社取締役会の提示また

は賛同する、当該買収とは別の代替案が存在し、当該代替案が当社に係る支配権の移転を伴う場合で、か

つ、(i)当該買収が当社が発行者である株券等全てを現金により買い付ける旨の公開買付けのみにより実

施されており、(ii)当該買収が上記3)①(a)ないし(d)に掲げる行為等により当社の企業価値・株主共同の

利益に対して明白な侵害をもたらすおそれがなく、(iii)当該買収に係る取引の仕組み等が当該買収に応

じることを当社の株主に強要するおそれのあるものでなく、かつ、(iv)当該買収またはこれに係る取引が

当社の企業価値・株主共同の利益（当社の従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の利益も勘案さ

れるものとする。）に反する重大なおそれのないものである場合には、本新株予約権者は、本新株予約権

を行使することができない。なお、上記の場合に該当するかについては、本新株予約権細則に定められる

手続に従い判断されるものとする。
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5) 上記3）および4）のほか、適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に本新株予約権を行

使させるに際し、(i)所定の手続の履行若しくは(ii)所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の書類の提

出等を含む。）の充足、または(iii)その双方（以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。）が必要と

される場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行または充足された

と当社取締役会が認める場合に限り本新株予約権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役

会が認めない場合には本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、当該管轄地域に所在

する者に本新株予約権を行使させるに際し当社が履行または充足することが必要とされる準拠法行使手

続・条件については、当社取締役会としてこれを履行または充足する義務は負わないものとする。また、

当該管轄地域に所在する者に本新株予約権の行使をさせることが当該法令上認められない場合には、当該

管轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。

6) 上記5)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、(i)自らが米国1933年証券法ルール501(a)に定

義する適格投資家（accredited investor）であることを表明、保証し、かつ(ii)その有する本新株予約

権の行使の結果取得する当社株式の転売は東京証券取引所における普通取引（ただし、事前の取決めに基

づかず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、

当該本新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該本

新株予約権を行使するために当社が履行または充足することが必要とされる米国1933年証券法レギュレー

ションDおよび米国州法に係る準拠法行使手続・条件を履行または充足するものとする。なお、米国にお

ける法令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記(i)および(ii)を充足しても米国証券法上適法

に本新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在する者は、

本新株予約権を行使することができない。

7) 本新株予約権者は、当社に対し、自らが非適格者に該当せず、非適格者のために行使しようとしているも

のではないこと等の表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を誓約する書面を提出した場合に

限り、かつ、所定の行使の方法等に従うことにより、本新株予約権を行使することができるものとする。

8) 上記2)にかかわらず、特定大量保有者または特定大量買付者が当該買収を中止若しくは撤回し、または爾

後買収を実施しないことを誓約するとともに、特定大量保有者または特定大量買付者その他の非適格者が

当社の認める証券会社に委託をして当社株式を処分した場合で、かつ特定大量保有者または特定大量買付

者の株券等保有割合（ただし、株券等保有割合の計算に当たっては、特定大量保有者または特定大量買付

者やその共同保有者以外の非適格者についても当該買付者等の共同保有者とみなして算定を行うものと

し、また、非適格者の保有する本新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定する

ものとする。）として当社取締役会が認めた割合（以下「非適格者株券等保有割合」という。）が、(i)

当該買収の前における非適格者株券等保有割合または(ii)20％のいずれか低い方を下回っている場合は、

当該処分を行った特定大量保有者または特定大量買付者その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の

数に相当する株式の数を目的とする本新株予約権につき、当該下回る割合の範囲内で行使することができ

るものとする。

(5) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金

本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に

従い算出される資本金等増加限度額の全額とし、資本準備金は増加しないものとする。

(6) 本新株予約権の譲渡による取得の制限

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。

(7) 当社による本新株予約権の取得

1) 当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、本新株予約権者が上記(4)3)または4)

の規定により本新株予約権を行使することができないと当社取締役会が認めるときは、当社取締役会が別

に定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得する。ただし、当社取締役会が、上記

(4)1)⑤に従い買収者が上記(4)1)⑤に定める者に該当すると決定した場合は、この限りではない。

2) 上記1)のほか、当社は、権利発動事由発生時点までの間、いつでも、当社が本新株予約権を取得すること

が適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、全ての

本新株予約権を無償で取得することができる。なお、当社取締役会は、当社取締役会が権利発動事由発生

時点までの間に必要かつ適切と認めた場合には、当社定款の定めに基づき、かかる本新株予約権の無償取

得をしないことについて当社株主総会に付議することができるものとし、当該株主総会において本新株予

約権の無償取得をしないことが否決された場合には、当社取締役会は、上記のとおり全ての本新株予約権

を無償で取得するものとする。

3) 当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合、本新株予約権者が上記(4)3)または4)の規定に

より本新株予約権を行使することができないと当社取締役会が認める場合を除き、当社取締役会が別に定

める日の到来日をもって、非適格者および受託者以外の者が有する本新株予約権のうち未行使のもの全て

を取得し、これと引換えに、本新株予約権１個につき１株の当社株式を交付することができる。当社はか

かる本新株予約権の取得を複数回行うことができる。
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(8) 合併、会社分割、株式交換、および株式移転の場合の新株予約権の交付

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分

割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、または株式移転完全子会社となる

株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生時点において

行使されておらず、かつ当社により取得されていない本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、

新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親

会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は組織再編行為の条件等を勘案の上合理的に調整された条件に

基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

 

　信託型ライツ・プラン導入後であっても、信託型ライツ・プランが発動されていない場合、株主に直接具体

的な影響が生じることはありません。他方、信託型ライツ・プランの発動時においては、信託銀行から、当社

取締役会が別途定める日における当社以外の株主に対して、その保有する当社株式１株につき１個の割合で、

新株予約権の交付がなされます。株主が、当社所定の新株予約権行使請求書等を所定の行使請求の受付場所に

提出した上、新株予約権の目的たる当社株式１株当たり所定の行使価額に相当する金額を払込取扱場所に払い

込んだ場合には、新株予約権１個当たり１株の当社株式が交付されることになります。仮に、株主がこうした

金銭の払込その他新株予約権行使に係る手続を経なければ、他の株主による新株予約権の行使により、その保

有する株式が希釈化される場合があります（但し、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場

合、株式の希釈化は生じません）。

 

③ 具体的取組みに対する当社取締役の判断およびその理由

　上記②の（a）に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する

特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策であ

り、まさに当社の基本方針に沿うものであります。

　また、信託型ライツ・プランは、上記②の（b）記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させ

る目的をもって更新されるものであり、当社の基本方針に沿うものであります。特に、信託型ライツ・プラン

は、株主総会の特別決議を経て更新されるものであること、その内容として合理的な客観的解除要件が設定さ

れていること、独立性の高い社外者によって構成される特別委員会が設置され、権利発動事由発生時点の延

期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足および

本新株予約権の取得等に関する決定に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、特

別委員会は当社の費用で独立した第三者である専門家を利用することができるとされていること、有効期間が

約３年と定められた上、取締役会がいつでも本新株予約権を無償で取得し、信託型ライツ・プランを廃止でき

るものとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、企業価値・株主共同の利益に資

するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

 

 

　　(3) 研究開発活動

　　　　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、４億８百万円であります。

　　　　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 110,000,000

計 110,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2019年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2019年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 28,149,877 28,149,877

東京証券取引所

（市場第一部）

名古屋証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 28,149,877 28,149,877 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

 2019年７月１日～

 2019年９月30日
－ 28,149 － 11,392 － 9,842

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載する

ことができないため、直前の基準日（2019年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

    2019年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 482,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 27,646,300 276,463 －

単元未満株式 普通株式 21,577 － －

発行済株式総数  28,149,877 － －

総株主の議決権  － 276,463 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式７株が含まれております。

②【自己株式等】

    2019年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

（自己保有株式）

澁谷工業株式会社 金沢市大豆田本町甲58番地 482,000 － 482,000 1.71

計 － 482,000 － 482,000 1.71

 

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。

EDINET提出書類

澁谷工業株式会社(E01666)

四半期報告書

11/21



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2019年７月１日から2019

年９月30日まで）および第１四半期連結累計期間（2019年７月１日から2019年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2019年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 30,038 25,822

受取手形及び売掛金 ※ 31,460 26,673

電子記録債権 ※ 8,152 7,020

製品 382 392

仕掛品 11,950 15,505

原材料及び貯蔵品 3,005 3,727

その他 3,478 2,709

貸倒引当金 △28 △10

流動資産合計 88,440 81,839

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,846 18,585

機械装置及び運搬具（純額） 2,418 2,537

土地 11,575 11,575

建設仮勘定 1,589 487

その他（純額） 1,135 1,212

有形固定資産合計 33,566 34,399

無形固定資産   

のれん 375 329

その他 303 312

無形固定資産合計 678 642

投資その他の資産   

投資有価証券 3,835 3,758

長期貸付金 6 6

退職給付に係る資産 2,547 2,561

繰延税金資産 1,368 1,570

その他 723 724

貸倒引当金 △30 △30

投資その他の資産合計 8,451 8,589

固定資産合計 42,696 43,631

資産合計 131,136 125,471
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2019年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※ 29,959 28,742

電子記録債務 1,588 1,231

短期借入金 1,730 1,588

未払法人税等 1,656 454

未払費用 6,206 3,491

前受金 10,418 9,874

賞与引当金 403 1,505

受注損失引当金 206 102

製品保証引当金 80 63

その他 4,117 3,809

流動負債合計 56,368 50,861

固定負債   

長期借入金 3,689 3,665

退職給付に係る負債 6,680 6,696

役員退職慰労引当金 321 334

繰延税金負債 33 19

その他 183 185

固定負債合計 10,907 10,901

負債合計 67,275 61,762

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,392 11,392

資本剰余金 10,357 10,357

利益剰余金 43,959 43,824

自己株式 △437 △437

株主資本合計 65,271 65,136

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △230 △282

繰延ヘッジ損益 10 2

為替換算調整勘定 △32 △37

退職給付に係る調整累計額 △1,178 △1,129

その他の包括利益累計額合計 △1,430 △1,446

非支配株主持分 19 18

純資産合計 63,861 63,708

負債純資産合計 131,136 125,471
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2018年７月１日
　至　2018年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2019年９月30日)

売上高 18,464 21,261

売上原価 14,994 17,632

売上総利益 3,469 3,629

販売費及び一般管理費 2,496 2,603

営業利益 973 1,026

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 0 1

為替差益 15 11

固定資産賃貸料 3 1

スクラップ売却益 9 4

貸倒引当金戻入額 － 18

持分法による投資利益 1 1

その他 8 23

営業外収益合計 40 63

営業外費用   

支払利息 13 9

租税公課 8 2

その他 7 1

営業外費用合計 28 13

経常利益 984 1,076

特別利益   

固定資産売却益 1 1

投資有価証券売却益 17 －

特別利益合計 19 1

特別損失   

固定資産処分損 2 7

その他 0 0

特別損失合計 2 8

税金等調整前四半期純利益 1,001 1,068

法人税、住民税及び事業税 539 583

法人税等調整額 △206 △208

法人税等合計 333 375

四半期純利益 668 693

非支配株主に帰属する四半期純利益又は

非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
7 △1

親会社株主に帰属する四半期純利益 660 694
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2018年７月１日
　至　2018年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2019年９月30日)

四半期純利益 668 693

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 108 △52

繰延ヘッジ損益 △1 △8

為替換算調整勘定 27 △4

退職給付に係る調整額 45 49

その他の包括利益合計 179 △16

四半期包括利益 847 677

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 838 678

非支配株主に係る四半期包括利益 9 △1
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形および電子記録債権

　四半期連結会計期間末日満期手形および電子記録債権の会計処理については、手形交換日をもって決済処理して

おります。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形および電

子記録債権が連結会計年度末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（2019年６月30日）
当第１四半期連結会計期間

（2019年９月30日）

受取手形 294百万円 －

 電子記録債権 110 －

支払手形 2 －

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）およびのれん償却額は、次のとおり

であります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 2018年７月１日
至 2018年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2019年７月１日
至 2019年９月30日）

減価償却費 491百万円 531百万円

のれん償却額 45 45

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2018年７月１日　至　2018年９月30日）

 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年９月27日

定時株主総会
普通株式 830 30 2018年６月30日 2018年９月28日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2019年７月１日　至　2019年９月30日）

 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年９月26日

定時株主総会
普通株式 830 30 2019年６月30日 2019年９月27日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2018年７月１日　至　2018年９月30日）

 報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結損

益計算書計上

額(注)２ 
パッケージ
ングプラン
ト事業

メカトロ
システム
事業

農業用設備
事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 10,493 5,933 2,037 18,464 － 18,464

セグメント間の内部売上高
又は振替高

165 106 138 409 △409 －

計 10,658 6,039 2,175 18,874 △409 18,464

セグメント利益 1,422 44 86 1,554 △581 973

（注）１．セグメント利益の調整額△581百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△559百万円および

棚卸資産等の調整額△21百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。

 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2019年７月１日　至　2019年９月30日）

 報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結損

益計算書計上

額(注)２ 
パッケージ
ングプラン
ト事業

メカトロ
システム
事業

農業用設備
事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 11,609 5,400 4,251 21,261 － 21,261

セグメント間の内部売上高
又は振替高

74 168 172 415 △415 －

計 11,683 5,568 4,424 21,677 △415 21,261

セグメント利益又は損失（△） 1,140 △208 678 1,610 △584 1,026

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△584百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

599百万円および棚卸資産等の調整額14百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2018年７月１日
至　2018年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2019年７月１日
至　2019年９月30日）

　１株当たり四半期純利益 23円87銭 25円11銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 660 694

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（百万円）
660 694

普通株式の期中平均株式数（千株） 27,668 27,667

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

 

 

（重要な後発事象）

（信託型ライツプラン更新のための新株予約権の発行）

　当社は、2019年８月29日開催の当社取締役会において、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させること

を目的として、新株予約権と信託の仕組を利用したライツ・プラン（信託型ライツ・プラン）を更新（再導入）するこ

とを決議し、信託型ライツ・プランの一環として、第五回信託型ライツ・プラン新株予約権50,000,000個を2019年10月

１日付で無償で発行し、その全てを三井住友信託銀行株式会社に割り当てることを、同年９月26日開催の第71回定時株

主総会において承認可決しました。

　なお、本件についての詳細は、「第２ 事業の状況 ２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析　(２) 事業上および財務上の対処すべき課題　② 基本方針実現のための取組みの具体的な内容の概要

（b）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み」に記載のとおりであります。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

澁谷工業株式会社(E01666)

四半期報告書

19/21



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2019年11月８日

澁谷工業株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 平　塚　博　路

 

 
 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中　山　孝　一

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている澁谷工業株式会

社の2019年７月１日から2020年６月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2019年７月１日から2019年９月

30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年７月１日から2019年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、澁谷工業株式会社及び連結子会社の2019年９月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管している。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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